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北海道ドローン協会 当別ドローン練習場 利用手順（団体会員） 

 

１． ポイントの購入 

 練習場利用前にポイントの購入が必要になります。 

 ポイントは、練習場の利用および、利用に際してのパイロット等の各種サービスに使用します。 

 以下の単位、価格で販売いたします。 

  

 ・120 ポイント  55,000 円（税込） 

 ・ 60 ポイント  33,000 円（税込） 

 

 有効期限は購入日より３年です。ポイントが残っている状態で追加購入した場合は、最終購入日より３年と

なります。 

 退会など購入者都合によるポイントの払い戻しは、原則行いません。 

 

お申し込みは「北海道ドローン協会 当別ドローン練習場 予約サイト」のお知らせ上部にある「ポ

イント購入・パイロット登録等の各種お申込みフォーム」より申し込みを行うと請求書をお送りし

ますので、お支払い下さい。https://do-rone.jp/rsv/ 

 

２．パイロットの登録 

 練習場利用前に、パイロット（利用時に同席する現場責任者）の登録が必要です。練習場においての飛行練

習は、登録パイロット以外の方も可能ですが、登録済みパイロットが現場責任者として必ず同席してください。 

登録に際しては、一団体あたり３名を超える登録の場合、以下のポイントが必要です。 

 ・パイロット（利用時に同席する現場責任者）・・・ ５ポイント／人 

 パイロット登録は無期限有効です。 

 

登録は「北海道ドローン協会 当別ドローン練習場 予約サイト」のお知らせ上部にある「ポイン

ト購入・パイロット登録等の各種お申込みフォーム」よりお願いします。https://do-rone.jp/rsv/ 

 

３．練習場利用可能日時 

 練習場は、平日、及び土日祝日利用可能です。利用時間帯および利用時に購入済みポイントから消費される

ポイント数は、以下の通りです。 

・午前（ 9:00～13:00） 10 ポイント 

・午後（13:00～17:00） 10 ポイント 

・全日（ 9:00～17:00） 20 ポイント 

※自社以外の方を招いた有料の講習会を開催する場合は、お問い合わせください 

※冬季の利用は限定的に可能です（協会としての除雪は不定期、前日または当日に積雪した場合等の利用時の除

雪は利用者負担、冬期間はトイレを閉鎖するため現場責任者は利用者分の携帯トイレ等を持参・使用時は持ち帰りを

すること、敷地への野外排泄はご遠慮ください）。 
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４．予約 

 4.1 予約可能の期間 

年度分まで（3 月末まで）の期間にて予約が可能です。 

毎年 2 月 3 月くらいの時期に次年度分の予約受付を開始いたします。 

4.2 空状況の確認と予約 

練習場の空き状況と予約は、登録パイロットが予約システムにログインして行ってください。 

※予約システムの ID とパスワードは、登録パイロットに対してご案内いたします。 

 予約サイト：https://www4.revn.jp/dghok/ 

 

５．キャンセルについて 

 以下の場合、ポイントは消費されません。その他の事情によるキャンセルの場合は、ポイントが消費されま

す。 

  ・利用当日、気象条件により利用できなかった場合 

※3 営業日以内に事務所へメール<office@dghok.com>または下記フォームにてキャンセルの連絡をすること。 

お問い合わせフォーム：https://www4.revn.jp/dghok/inquiry/ 

キャンセル申請後 2 営業日以内に事務局から受付完了メールがない場合はキャンセル連絡が完了して

おりませんので別途お問い合わせください。 

  ・利用日の 5 日前までにキャンセルした場合 

例）：4月 16日の予約を取り消す場合、4月 16,15,14,13,12日のキャンセルはポイントが消費されます。

4 月 11 日かそれよりも前にキャンセルをした場合はポイントが消費されません。 

 

６．当日の利用手順 

鍵の受け渡しは下記の 3 方式でのいずれかでの利用が可能です。順番に説明します。 

① 当別町窓口での鍵の受取 

② キーボックスを利用 

③ スマートロック（セサミ）を利用 

 6.1-1 当別町窓口での鍵の受取（平日利用の場

合） 

 練習場の休憩所、トイレは、施錠しています。 

鍵は当別町役場 3 階の経済部セロカーボン推進室

ドローン係まで受け取りに来てください。 

貸出簿への記入が必要となります。 

当別町の受付時間は 8:45～17:15 です。 

 6.１-2 当別町窓口鍵の受取（土日祝日の場合） 

 当別町役場のドローン係が土日祝日は休みなの

で、前日借り受け、後日返却になります。例えば土

日に借りる場合は、金曜日に借りて月曜日に返却に

なります。 
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 6.1-3 キーボックスを利用（当別ドローン練習場に設置） 

利用前に事務局<office@dghok.com>にキーボックス番号をお問合せ下さい。 

リモート勤務推奨中のため事務局にてお電話を受けられない時間があるため、メールにてお願い致します。 

毎回キーボックス利用申告が必要です。同月内に複数回利用の場合は同月初回のみ申告が必要です。次月か

ら改めて再度申告が必要です。 

土日祝日等は事務局が対応できないため、ご利用前に余裕を持ってお問い合わせ下さい。 

 

※キーボックス利用の場合、当別町窓口での利用簿の記入は不要です。 

 

お問合せフォーム 

https://www4.revn.jp/dghok/inquiry/ 

 

北海道ドローン協会事務局 

office@dghok.com 

 

※今後キーボックスは廃止しスマートロック利用をメインに移行予定です 

 

 

 6.1-4 スマートロック(セサミ)を利用 

 

 

 

 

 

 

利用方法 https://do-rone.jp/sesame をご参照下さい、Bluetooth , GPS が利用可能なスマートフォンで

の事前設定（アプリダウンロードと登録作業）が必要です。 

スマートフォンは各自にて保有するものをご利用下さい。 

土日祝日等は事務局が対応できないため、ご利用前に余裕を持ってお問い合わせ下さい。 

 

当別ドローン練習場のセサミ利用登録後、次回からリモートロック利用についての申告は不要です。 

 

スマートロックの利用が不慣れな場合に備えて初回利用時のみ、現地で困ったときのために念のためキーボ

ックスの利用方法もご案内いたします。アプリの利用が困難な場合はキーボックスから物理鍵を取り出してご

利用下さい。 

 

※スマートロック（セサミ）利用の場合、当別町窓口での利用簿の記入は不要です。 

  

https://do-rone.jp/sesame
https://do-rone.jp/sesame
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 6.2 注意事項の確認 

   練習前に、休憩所に備え付けの別紙―4 「利用時確認事項および同意書」の内容を確認の上、必要事項

をご記入し、ご署名ください。トラブル等対応手順、連絡先（別紙―5）は、休憩所にも掲載していますが、

事前に熟読してください。 

 

 6.3 練習開始 

   安全第一で練習してください。 

 

 6.4 終了時の確認 

   忘れ物がないようにご注意ください。 

   ごみ（紙コップ、ペットボトル等も含む）はお持ち帰りください。 

   休憩所、トイレを必ず施錠してください。 

   施設の故障・不具合等がございましたら、必ず協会事務所へ電話、メール<office@dghok.com>までご連

絡ください。 

 6.5 鍵の返却 

   鍵は、当別町役場のドローン担当部署へお戻しください。 

   当別町役場の開いている時間（8:45～17:15）にご返却ください。 

土日祝日に借りる場合は、事前に鍵を借りた上で土日祝日に利用し、次の営業日に速やかに鍵を返却く

ださい。 

キーボックス利用の場合、利用後はキーボックスに鍵をご返却下さい。 

スマートロック（セサミ）利用の場合、返却作業はございません。 

 

 ７．その他注意事項 

  ①機体について 

  ・必ず損害賠償保険に加入した機体で飛行させること。 

・100 グラム以上の機体に関しては航空法適用になるため、遵守すること 

  ・改造機も試験飛行しても良いが、安全に注意すること 

  ②飛行高度について 

  ・近隣住民との合意が高度 150m 未満であるため、高度 150m 以上の飛行は、航空法に基づく許可をとっ

たとしても行わないこと。 

  ・自衛隊のヘリやドクターヘリが時折飛来しますので、注意すること 

  ③目視外飛行について 

  ・ゴーグルや計器飛行などの目視外飛行は可。ただし、航空法に基づく許可を受けること。 
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別紙－４ 

 

 

北海道ドローン協会 当別ドローン練習場 

利用時確認および同意書 

 

 

使用者は、飛行開始前に下記項目を確認の上、同意する場合□にチェックし、ご署名をお願

いします。 

 

□ 当協会より使用に際しての説明を受けた登録パイロットが参加している。 

□ 使用する機体は、日常点検を行っており不具合はない。 

□ 周辺農地や一般道の歩行者、走行車両等に十分注意する。 

□ 使用機体を安全に飛行できる天候である。 

□ 墜落した場合の対応手順を確認した。 

□ 機体が行方不明となった場合の対応手順を確認した。 

□ その他、練習場運用ルールに従って使用する。 

 

利用にあたり上記事項を確認し、万が一事故等が発生した場合は、使用者の責任におい

て適切に処理します。北海道ドローン協会は責任を負わないこととします。 

 

利用日時：西暦   年  月  日 午前/午後 

 

登録パイロット署名：         
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別紙―5 

 

 

 

 


